障害者への差別をなくす条例（仮）成立のために
　　　　　　　　　　　
　千葉県障害者差別をなくす条例案ができました。けれど、県議会で成立するためには、広く深い理解が必要です。
　「とんでもない条例をつくろうとしている。障害者に特権を与えるな」など、障害のある人々を悲しませる呼びかけが、誤解に基づいて、一部で起きています。
　県議の中には障害者に共感し条例に賛同する方もいますが、より多くの議員に条例の内容を正しく理解してもらえるよう働きかけを強めなければなりません。
　
　障害のある人々が置かれている現状を改善できる可能性のある条例を成立させるために、以下のことをやります。
（１）２月５日（日）午後に緊急勉強会を開きます。条例案がいまどのような状況にあるのか、今後の見通しと課題について話し合います。この条例の意義、凍結されそうな鳥取県の人権条例との根本的な違いについてもご説明します。この条例には、全国が注目しています。みなさん誘い合って、ぜひとも参加してください。

	★５日午後１時３０分～

★千葉県労働者福祉センター（モノレール市役所前駅近く）
千葉市中央区千葉港４－４　　℡　043-241-6211


（２）県議会の各会派のみなさんに、多くの県民が、いかにこの条例（仮）を願っているのかを知ってもらいましょう。特に、みなさんの地元から選出された県議に声を届けましょう。それぞれが自分の言葉で意見を送ることが大事です。短くてもいいので条例にどれだけ賛成しているのかを書いて、県議の皆さんにご説明に伺ったり、事務所にファクスや手紙を送るなどして私たちの声を届けましょう。抗議ではなく、理解をもっていただき、条例成立をお願いしてください。
　※自分の住んでいる地域からどの議員が選出されているのかは、追ってお知らせします。


　　　　　　　　　　　　　＜呼びかけ人＞
　　　　　　田上昌宏・千葉県手をつなぐ育成会会長
　　　　　　大屋滋・日本自閉症協会千葉県支部会長
　　　　　　竜円香子・千葉県手をつなぐ育成会権利擁護委員長
　　　　　　佐藤彰一・法政大大学院教授（千葉県障害者差別をなくす研究会副座長） 
　　　　　　野沢和弘・全日本手をつなぐ育成会理事（同座長）


◆参考◆

千葉県障害者の差別をなくす条例（仮）を成立させよう－－

　障害者であるという理由でレストランやホテルの利用を断わられる、アパートを借りられない、バカにされる、仕事も得られない……差別され、辛い目にあったことがある障害者は大勢います。そういう現実を少しでも変えるための条例です。
　ただ、差別している人を見つけ出して懲らしめてやれ、という条例ではありません。 


　障害者を排除し差別しているように見える人々にも、それぞれの事情があるはずです。障害者のことをよく知らない、ほかのお客が嫌がる、本当は障害者を雇いたいけれど経営が苦しい。そういう人たちまで「差別」のレッテルを貼るわけにはいきません。

　この条例は、同時代に生きる人たちが、お互いの違いに気づき、相手の個性を認め合い、より豊かな生活を送るためのものです。

　鳥取県の人権条例が問題があるとして凍結されましたが、千葉県の条例は根本的に異なります。鳥取で反対している弁護士会の主要メンバーも「千葉県の条例には何も問題がない」とお墨付きを与えています。

　さまざまな障害者、家族、支援者、企業で働く人々、法律の専門家たちが「研究会」に集い、１年間議論を続けてつくった条例案です。募集した差別事例は７００を超え、千葉県内各地で開いてきたミニタウンミーティングには延べ３０００人以上が参加しました。

　これだけみんなでじっくりと作り上げた条例案をつぶしてしまうわけにはいきません。この条例案は罰則はありませんが、３年、５年、１０年……と時が過ぎるにしたがって地域社会や人々の意識を変えていく可能性があります。
　もうひと踏ん張りです。どうかみんなの力で条例を制定させましょう。

　　　　　　野沢和弘千葉県障害者差別をなくす研究会　座長
